様式第六（第二十一条の二第一項、第二十三条第一項関係）
	一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
年　　　月　　　日　　
　　長崎県知事　殿
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者　　　　　　　　　　　　　　　　　
（氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名）
土壌汚染対策法第３条第７項第４条第１項の規定により、一定の規模以上の土地の形質の変更について、次のとおり届け出ます。

	
	土地の形質の変更の対象となる土地の所在地
	
	

	
	土地の形質の変更の場所
	
	

	
	土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ
	
	

	
	土地の形質の変更の着手予定日
	
	

	
	法第３条第１項のただし書の確認を受けた土地において法第３条第７項の規定による土地の形質の変更をする場合
	工場又は事業場の名称
	
	

	
	
	工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
	
	

	
	現に有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事業場の敷地において法第４条第１項の規定による土地の形質の変更をする場合
	有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の名称
	
	

	
	
	有害物質使用特定施設の種類
	
	

	
	
	有害物質使用特定施設の設置場所
	
	

	
	
	特定有害物質の種類
	
	

	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。
提出者自己チェックリスト
	届出の種類
	一定規模以上の土地の形質の変更届出
	　　備　　考

	届出工事名
	
	○○事業▲▲工区
複数工区の場合は全て記載してください。

	届　出　者　　氏　名
　　　　　　　ＴＥＬ
	
	届出者の本社等の連絡先

	　　連絡先　所属部署
　　　　　　担当者
　　　　　　ＴＥＬ
　　　　　　Mail
	
	工事担当部署の連絡先

	届出年月日
	年　　　月　　　日
	

	形質変更の着手予定日
	年　　　月　　　日
	


	提　出　書　類
	内　　　容
	ﾁｪｯｸ

	一定規模以上の土地の形質の変更届出書（様式第六）
	届出期限内の提出である（※１）
	

	
	記載漏れ、誤記はない
	

	
	図面等の添付書類と整合が取れている
	

	提出者自己チェックリスト
	記載漏れ、誤記はない
	

	土地利用履歴書
	各施設の所管部署に確認して記載した
	

	工程表　※２
	記載漏れ、誤記はない
	

	土地の所在地の地図
（1:3,000～15,000程度の縮尺）
	届出対象の土地の所在地を明示している
	

	形質変更を行う場所を明らかにした図面　（平面図・立面図・断面図）※２　
	土地の形質を変更する範囲を明示している
	

	
	掘削・盛土の部分を色分けして表示している
	

	
	掘削・盛土の面積、最大掘削深度を記載している
	

	
	最大掘削深度の地点を明示している
	

	
	最大掘削深度地点の立面図・断面図を添付している
	

	土地所有者一覧表
	記載漏れ、誤記はない
	

	登記事項証明書
	土地所有者一覧表に記載のものが揃っている
	

	公図
	土地所有者一覧表に記載のものが揃っている
	

	土壌汚染状況調査結果報告書（様式第七）　※３
	記載漏れ、誤記はない
	

	指定調査機関が作成した土壌汚染状況調査結果報告書　※３
	土壌汚染対策法の規定に基づき環境大臣又は都道府県知事が指定した調査機関で作成したものか
	


※１ 期限を過ぎて届け出る場合は、理由書・顛末書を添付してください。
※２ 長距離・広範囲にわたる工事で工区を施工単位で区切る場合に、工区を分けて届け出るときは、当該届出分の工程表・図面に加えて、事業全体の工程表及び図面を添付してください。事業全体の工程表及び図面には、全体のうちでの当該届出分がわかるように明示してください。
※３ 土壌汚染状況調査を行い、届出に併せて結果を提出する場合に記載してください。
土地利用履歴書
	土地の所在地
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
	項　目
	設置の有無※

	水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置

	□有　　□無

	　下水道法に基づく特定施設の設置

	□有　　□無


	ガソリンスタンドの設置

	□有　　□無

	
	

	
	

	
	


※過去も含めて、項目に掲げる施設の設置の有無をチェックしてください。
土地所有者一覧表
	番号
	所在
	地番
	所有者等氏名
	地目
	添付資料

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	


